
病院敷地内は全面禁煙です。
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理念・基本方針・患者さんの責務と病院からのお願い

理 念

患者さんに満足され、医療人も満足し

医療の発展に貢献する病院を目指します

基本方針

高度医療の提供と研究開発の推進

より高い医療安全の追求

地域朕療への貢献

情報技術を碁盤にした国際化の推進

全人的医療を実践する医療人の養成

鬱疇響鬱響冒疇患者さんの責務と病院からのお願い攣疇疇冒疇冒

0ご自身の健康状態及び変化を｀速やかに正確に伝えてください。
◎検査や治療などの医療行為は、理解と納得の上で受けてください。
◎すぺての患者さんが快適な環境で適切な医療を受けることがで

きるように、他の患者さんの迷惑になるような行為を慎んでく
ださい。

0社会的ルールや病院の規則、職員の指示を守つてください。

●病院地区敷地内は全面禁煙です。いかなる場所でもタパコ
を吸わないでください。

●病院の設備や器物を大切に扱ってください。
●他の患者さんや職員への暴カ・暴言を禁じます。

◎本院は特定機能病院です。高度な医療を必要とする患者さんへ
の迅速な対応のため、本院での治療が終わりましたら、すみやか
な退院 ・ 転院をお願いします。

◎受けた医療に対して、医療費を遅滞なく支払つてください。

上記の事項を守っていただけない場合、診療が継続できないことが
あリます。また、警察への通報や法的措置による対応をすることが
あります。

＠本院は教育 ・ 研究病院です。医療専門職の教育や、新しい診断 ・

治療方法を開発するための研究へのご協力をお願いします。

九州大学病院長

讐グ患者さんの権利鬱疇瓢疇冒鸞疇冒鷺鬱履
〇個人としての尊厳、人権が尊重されます。

◎良質で適切な医療を公平に受ける権利があります。

◎自分の状態や医療行為について十分な説明を受ける権利があります。

〇上記の説明を受けた上で、自由意思に基づき医療行為を選択•同意または拒否する権利があります。

◎診断や治療方針について他の医師に意見を求めたい場合は、セカンドオピニオン制度を利用することができます。

◎自分の診療に関する記録などの情報を得る権利があります。

＠プライバシーが尊重され、個人情報が保護される権利があります。

鬱こともの患者さんの権利響響響瓢響響響響；
たいせつ

〇ひとリの人として大切にされます。
こどもを 一人の人として尊重し、こどもの持つ権利を擁護し、こどもができる限り幸福であるように考えます。

こころ からだ いちばん 999Jょう う

◎あなたの心や身体にとって、一番よい医療を受けられます。
常にこどもにとっての最善の利益を考えます。そのために、こどもの身体的精神的苦痛ができるだけ少なくなるよう
に、医療を行う方法、場所、時間などについて最大限の配慮をします。
また、年齢や病状などにより差別することなく、こどもが公平に医療を受けられるようにしていきます。

あんしん

®あなたが安心できる人に、できる限りいっしょにいてもらうことができます。
こどもが安心して医療を受けるために、親またはそれに代わる人と一 緒に過ごすことができるように最大限の配慮を
します。

びょうき ち ’"う し ことば せつのい う

0 病気や治療についてあなたが知りたいことを、わかりやすい言葉で説明を受けることができます。
こどもが病気や治療について自分なりの考えを持つことができる存在であることを認め、こどもが知りたいと思うこ
とについて、こどもの理解力に合わせた言葉や方法で説明を行います。
また、同様に治験や臨床研究への参加についても、こどもに説明を行います。

きほっ ひょういん 0と かぞく つた びようき ちりょう

◎自分の気持ちや希望を病院の人や家族に伝え、病気や治療についていっしょに考えたり、
決めてもらったリすることができます。
こどもが病気や治療について自分なりの考えを持つていることを認め、そのことをこどもが表明をする機会を設けま
す。また、こども自身の表明が難しい場合にもこどものメッセー ジやサインを受け取ることができるように、研修等に
よりスキルを身につける必要があります。
こども自身が決めることが難しい場合には、こどもを取り巻く大人が、こどもの最善の利益を考え、決定しなければな
りません。その際、必要があればセカンドオピニオン制度を利用することもできます。決定したことは、こどもに説明を
行い、こども自身も納得し合意がある形で治療に望むことができるように、最大限の努力をします。

ひみつ まも

◎ほかの人に知られたくない秘密は守られます。
こどものプライバシーに配慮しなければなりません。こどもの情報を共有することが必要な場合には、こどもにその理
由を説明します。
びょういん あそ ぺんさよっ

®病院にいても、遊んだり、勉強をしたリできます。
こどもの年齢や病状、状況に関わらず、遊びや学び、レクリエーションの機会と場所を保障します。

ここる からだ ささ

◎退院したあともあなたの心と身体を支えてもらうことができます。
こどもが今だけではなく、将来にわたって、必要な医療やそのほかの支援を受けることができるようにしていきます。
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